
「独法等整理合理化案／叩き台」についての意見 

 

大久保 

 

病院系独立行政法人 

○ 国立病院機構と労働者健康福祉機構を単純に統合すると、１４４＋３０＝１７４の病院を

傘下に収める図体の大きい新独法ができあがる。独法の中で最大級の管理部門を有する巨大

独法を生むことがよいのか、検討が必要。 

 

→ 統合を行う前に、まず、各法人が傘下の病院の経営の効率化を進める必要があるので

はないか。そして、それぞれの病院が与えられた機能を果たしているか、独法としてのミ

ッションに照らして、十分に検証することが大事。機能が果たされていない病院は、民間

や地方自治体へ移譲する道を選ぶべきもの。残った病院の運営形態については、全国１つ

の法人が運営するかどうか、バラバラで運営するのかは、残された課題として今後しかる

べき場で検討されるべきもの。 

 


